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旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看

護
婦
、
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護

婦
の
皆
さ
ん
へ

総
　
　
務
　
　
省

　
「
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護

婦
」
お
よ
び
「
旧
陸
海
軍
従
軍
看

護
婦
」
の
皆
さ
ん
に
「
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
」
が
贈
呈
さ
れ
ま

す
。

　

こ
の
書
状
は
、
先
の
大
戦
に
お

い
て
、
外
地
等
（
事
変
地
の
区
域
、

ま
た
は
戦
地
の
区
域
）
に
派
遣
さ

れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
従
事
さ
れ

た
「
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護

婦
」
お
よ
び
「
旧
陸
海
軍
従
軍
看

護
婦
」
で
、
慰
労
給
付
金
の
支
給

対
象
と
な
ら
な
い
人
、
ま
た
は
普

通
恩
給
を
受
け
て
い
な
い
人
に
対

し
て
、
そ
の
ご
労
苦
に
報
い
る
た

め
贈
呈
さ
れ
る
も
の
で
す
。
該
当

す
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ご
遺
族
や
す
で
に
書
状
を
受
け

取
っ
た
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
請
求
期
限
は
、
平
成
25
年
３
月

31
日
㈰
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

総
務
省
大
臣
官

房
総
務
課
管
理
室　

業
務
担
当

（
〒
１
０
０-

８
９
２
６　

東
京

都
千
代
田
区
霞
が
関
２-

１-

２
）

☎
03-

５
２
５
３-

５
１
８
２

番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
03-

５
２
５
３-

５

１
９
０
番

枚
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
（
外
町
）
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０

３
８
番

法
的
ト
ラ
ブ
ル

解
決
の
た
め
の
総
合
案
内
所

法
テ
ラ
ス
滋
賀

　
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー（
愛

称
：
法
テ
ラ
ス
）」
は
、
国
民
向
け

の
法
的
支
援
を
行
う
機
関
と
し
て

国
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
公
的
な
法

人
で
す
。

　

金
銭
問
題
、離
婚
、相
続
、労
働

問
題
な
ど
法
的
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ

て
い
る
、
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い

い
の
か
分
か
ら
な
い
…
そ
ん
な
と

き
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
ど
う
ぞ
気

軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
解
決

に
役
立
つ
法
制
度
や
、
相
談
窓
口

の
情
報
を
無
料
で
紹
介
、
案
内
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
経
済
的
に
余
裕
の
な
い

人
が
法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
っ
た
と

き
に
、
無
料
法
律
相
談
や
必
要
に

応
じ
て
弁
護
士
・
司
法
書
士
費
用

の
立
て
替
え
も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

法
テ
ラ
ス
サ

ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

-

０
７
８
３
７
４
番
、法
テ
ラ
ス

滋
賀
（
京
阪
浜
大
津
駅
前
）
☎
０

５
０-

３
３
８
３-

５
４
５
４
番

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
内

科
外
来
☎
22-

６
０
５
０
番（
内

線
１
３
０
０
番
）

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
制
度

彦
根
年
金
事
務
所

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年
者

（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け

ず
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
窓
口　

住
民
登
録
を
し
て
い

る
市
区
町
村
役
場
の
国
民
年
金

担
当
窓
口（
彦
根
市
の
場
合
は

保
険
年
金
課
）

受
付
開
始
日　

７
月
２
日
㈪

審
査
対
象
期
間　

７
月
〜
平
成
25

年
６
月

※
申
請
は
原
則
、
毎
年
度
必
要

※
７
月
中
に
申
請
す
る
場
合
は
、

前
年
７
月
か
ら
今
年
６
月
ま
で

の
期
間
（
前
１
年
間
分
）
も
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
７
月

に
前
１
年
間
分
の
免
除
等
も
申

請
す
る
場
合
は
、
申
請
書
を
２

　

相
談
費
用　

無
料

　

事
前
予
約　

不
要

問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

内
科
の
膠
原
病
外
来
の

受
診
に
あ
た
っ
て

市
立
病
院

　

市
立
病
院
内
科
で
は
、
毎
月
第

１
・
２
・
３
週
の
月
曜
日
に
、
膠こ

う

原げ
ん

病び
ょ
う

外
来
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

膠
原
病
外
来
は
、
問
診
な
ど
に

長
い
時
間
を
要
す
る
た
め
、
完
全

予
約
制
と
し
て
い
ま
す
。

　

初
め
て
受
診
す
る
場
合
は
、
紹

介
元
の
医
療
機
関
か
ら
市
立
病
院

の
地
域
医
療
連
携
室
に
予
約
を
入

れ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
う
え
で
紹

介
元
の
医
師
の
紹
介
状
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

※
紹
介
元
医
療
機
関
か
ら
の
予
約

の
な
い
受
診
希
望
に
は
応
じ
か

ね
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

彦
根
市
の
行
政
相
談
委
員

が
表
彰
さ
れ
ま
し
た

□市
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　　

彦
根
市
の
行
政
相
談
委
員
の

吉よ
し

持も
ち

和か
ず

代よ

さ
ん
が
、
滋
賀
行
政
評

価
事
務
所
長
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
業
績
が
特
に
顕
著
で
他

の
模
範
と
す
る
に
足
り
る
と
認
め

ら
れ
た
県
内
の
行
政
相
談
委
員
が

表
彰
さ
れ
る
も
の
で
す
。

行
政
相
談
委
員
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　

行
政
相
談
委
員
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

国
の
事
務
に
関
す
る
苦
情
な
ど
の

相
談
を
受
け
付
け
、
問
題
の
解
決

や
要
望
な
ど
を
聞
き
、
寄
せ
ら
れ

た
意
見
な
ど
を
、
そ
の
後
の
行
政

運
営
に
生
か
す
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。

　
「
苦
情
や
要
望
を
ど
こ
に
申
し

出
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
」

な
ど
の
場
合
は
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

　

行
政
相
談
は
、
滋
賀
行
政

評
価
事
務
所
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

総
務
省
滋

賀
行
政
評
価
事
務
所
行
政

相
談
課
☎
０
７
７-

５
２

３-

１
１
０
０
番

行政相談委員の
吉持和代さん

　

介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
て
い
る
所
得
の
低
い

人
に
対
し
て
、
負
担
額
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
軽
減
制
度
に
は
、
下
表
の
２
種
類
が
あ
り

ま
す
。

　

申
請
す
る
と
、
審
査
の
う
え
、
該
当
者
に
は
認

定
証
（
確
認
証
）
を
交
付
し
ま
す
。

再
申
請
が
必
要
で
す

　

す
で
に
こ
れ
ら
の
軽
減
制
度
を
利
用
し
て
い
る

人
も
、
お
持
ち
の
認
定
証
（
確
認
証
）
の
有
効
期

間
が
６
月
30
日
㈯
で
終
了
し
ま
す
。
７
月
以
降
も

軽
減
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
、
改
め
て
申
請

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
福
祉
課
☎
23-

９
６
６

０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番

社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
対
象
１　

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
次

の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
１
５
０
万
円
以

下
（
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
50
万
円

加
算
）

②
預
貯
金
な
ど
の
額
が
単
身
世
帯
で
３
５
０

万
円
以
下
（
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と

に
１
０
０
万
円
加
算
）

③
日
常
生
活
に
使
用
す
る
資
産
以
外
に
活
用

で
き
る
資
産
が
な
い

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ

て
い
な
い

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

軽
減
の
内
容　

社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
（
介
護
保
険
に
よ

る
１
割
の
自
己
負
担
分
、
食
費
、
居
住
費
な
ど
）

の
４
分
の
１
が
軽
減
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給

者
は
２
分
の
１
軽
減
）

対
象
２　

介
護
保
険
施
設
の
個
室
に
入
所
（
滞

在
）
し
て
い
る
生
活
保
護
受
給
者

軽
減
の
内
容　

社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
全
額

が
軽
減

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

施設（介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設）、
またはショートステイ利用時の食費・居住費（滞在費）の軽減制度

利用者負担の段階と対象者

世帯全員が住民税非課税
で、老齢福祉年金を受給
している人、生活保護を
受給している人など

世帯全員が住民税非課税
で、前年の合計所得金額
と課税年金の収入額の合
計が80万円以下の人

世帯全員が住民税非課税
で、第２段階に該当しな
い人

食費

３００円

３９０円

６５０円

利 用 者 負 担 の 上 限（ 日 額 ）
居　　住　　費　　（ 滞 在 費 ）

ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室（特別養護老人ホーム）
従来型個室（老人保健施設、療養型医療施設）
多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室（特別養護老人ホーム）
従来型個室（老人保健施設、療養型医療施設）
多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室（特別養護老人ホーム）
従来型個室（老人保健施設、療養型医療施設）
多床室

ユニット型個室　複数の
居室と共同生活室によ
って一体的に構成さ
れ、一定の基準を満た
した場所（ユニット）
内にある居室

ユニット型準個室 多床
室を改修してユニット
型施設にしたものな
ど、ユニット型個室に
準じた居室

従来型個室　ユニット型
になっていない従来型
の居室

多床室　相部屋

８２０円
４９０円
３２０円
４９０円
０円

８２０円
４９０円
４２０円
４９０円
３２０円

１,31０円
１,３１０円
８２０円
１,３１０円
３２０円

介
護
保
険

利
用
者
負
担
額
の

軽
減
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い


